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　調査の結果は、少子高齢化や医療福祉施策、雇用
対策、地域の防災対策など、みなさまのくらしや生
活全般に関わる幅広い分野で利用されます。

生活に役立てられま
す

・世帯員に関する事項
　（男女の別、出生の年月、就業状態などの１５項目）
・世帯に関する事項
　（世帯員の数、住宅の種類などの５項目）
合わせて２０項目を調査します。

こんなことをお聞き
します

　平成２２年１０月１日現在、日本国内にふだん住んで
いるすべての人及び世帯を対象とします。外国人の
方も対象です。

すべての方が調査の
対象です

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世
帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の
人口や世帯の実態を明らかにするために実施しま 
す。大正９年以来おおむね５年ごとに実施され、今
回で１９回目を迎えます。

国勢調査が実施され
ます

国 勢 調 査 と は
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国 勢 調 査 が 変 わ り ま す ！

　個人情報保護意識の高まりに配慮し、今回の国勢
調査から調査票はすべて封入して提出する方法を導
入します。また、昼間不在がちな世帯でも調査票を
提出できるよう、郵送により提出する方法を導入し
ます。
　９月下旬に調査員がみなさまのお宅を訪問して調
査票を配布しますので、ご記入いただいた調査票は
調査員に提出いただくか（１０月上旬に調査員がうか
がいます）、返信用封筒に入れて１０月上旬までに郵
送により提出していただきますようお願いしま 
す。
※郵送料は国が負担します。

調査方法を見直しま
した

　調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、
統計法によって、調査で知った個人情報を保護する
ための厳格な守秘義務が課せられています。
　また、調査票に記入していただいた内容は、統計
の作成以外に使用することはありません。
　ご提出いただいた調査票は、外部に漏れないよう
に厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶か
し、再生紙として生まれ変わります。
　記入された調査票には日本の大切な未来がつまっ
ています。みなさまのご理解をお願いします。

秘密は守られます

【問合せ】企画課　企画振興係（牛津庁舎）　
　　　　　担当　野副、大坪　☎６３－８８０３

◀調査書類収納封筒

調査票▲

郵送提出用封筒▶

◀調査

提出用封筒▶用封筒▶

調調査票▲

　９月下旬頃から調査員が世帯
を訪問して調査票を配布します。
　皆様のご協力をよろしくお願
いします。

総務省・佐賀県・小城市
国勢調査については，平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査 e- ガイド」をご覧ください
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/ 国勢調査 e- ガイド 検索


